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技 能検定 委員 の選任 基準               

 

 都道府県協会は、職業能力開発促進法第８６条の第１項の規定により、技能

検定試験の実施に関する業務のうち、技能の程度の評価に係る事項、その他の

技術的な事項については、技能検定委員に行わせなければならないこととされ

ており、規則第７４条の２第 2 項の規定により、技能検定に関し高い見識を有

する者であって、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有

する者で、次のいずれかに該当する者であること。 

 

１ 当該検定職種(作業)の特級・１級又は単一等級の技能検定に合格した者であ

って、当該検定職種(作業)に関して１５年以上の実務経験若しくは教育訓練の

経験を有する者  

【技能系】 

 

２ 事業所等において、当該検定職種(作業)に関する管理部門・技術部門若しく

は教育訓練部門の課長級以上の地位にある者又はこれらの地位にあった者   

【技術系】 

 

３ 短期大学(高等専門学校及び旧専門学校を含む。)以上の学校、応用課程若し

くは専門課程の高度職業訓練(旧養成訓練を含む。)、特定応用課程若しくは

特定専門課程の高度職業訓練、長期課程又は短期養成課程若しくは長期養

成課程の指導員訓練において、当該検定職種(作業)に関する学科を修めて卒

業又は修了し、その後当該検定職種(作業)に関し１０年以上の学識経験を有

する者(学識経験には、学校、職業能力開発施設（旧職業訓練校含む。）、職

業能力開発大学校等において教育・訓練を行った経験を含む。）       

【学識系】 

 

４ 上記１、２又は３に掲げる者と同等以上の技能、技術又は学識経験を有す 

  る者 

 


